
令和８年度当初予算の各事業概要

部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 事業概要（目的）

医療保健部                    保険給付費等交付金 保険給付費等交付金 118,216,004 0

　保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び県内市町の

財政状況その他の事情に応じた財政調整を行うため、療養の給付等に要する費用その他の国

民健康保険に要する費用について、市町に保険給付費等交付金を交付します。

医療保健部                    後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等 20,193,610 0

　後期高齢者医療保険制度の財政構成のうち、現役世代が担う約４割分について、保険者は

75歳未満の被保険者の健康保険料に後期高齢者支援金分を含めて徴収し、社会保険診療報酬

支払基金に納付する義務を負っており、国保は都道府県が納付します。

医療保健部                    前期高齢者納付金等 前期高齢者納付金等 39,594 0

　前期高齢者（65歳～74歳）を対象として、被用者保険と国民健康保険間の医療費負担を調

整するため、社会保険診療報酬支払基金に納付する義務を負っており、国保は都道府県が納

付します。

医療保健部                    介護納付金 介護納付金 6,598,840 0

　保険者は、介護保険制度第２号保険者（40歳以上65歳未満）の健康保険料に介護保険分

を含めて徴収し、介護分を社会保険診療報酬支払基金に納付する義務を負っており、国保は

都道府県が納付します。

医療保健部                    子ども・子育て支援納付金 子ども・子育て支援納付金 2,027,498 0

　保険者は、子ども・子育て支援納付金対象費用に充てるため、健康保険料に子ども・子育

て支援金分を含めて徴収し、社会保険診療報酬支払基金に納付する義務を負っており、国保

は都道府県が納付します。

医療保健部                    病床転換支援金等 病床転換支援金等 9 0
　療養病床について、老人保健施設等への転換を進めるため、保険者は、社会保険診療報酬

支払基金に納付する義務を負っており、国保は都道府県が納付します。

医療保健部                    共同事業拠出金 共同事業拠出金 300,849 0

　高額な医療費の発生による財政への急激な影響を緩和するために、著しく高額な医療費

（レセプト1件420万円超）を対象に都道府県から拠出を行い、国からの負担金も財源とし

て、全国で費用負担の調整を行います。

医療保健部                    基金積立金 国民健康保険財政安定化基金積立金 18,441 0
　収納不足や医療費増加等に対応する貸付・交付の事業等に必要な費用に充てるほか、国民

健康保険の財政の安定化を図るため、財政安定化基金に積立てを行います。

医療保健部                    保健事業費 保健事業費 25,333 0

　市町における健康・医療情報の横断的・総合的な分析を行い、市町の健康課題や保健事業

の実施状況を把握するとともに、保健事業の推進に課題がある市町に対して必要な助言及び

支援を行います。

医療保健部                    総務管理費 総務管理費 6,413 0 　国保財政運営に必要な事務費等（運営協議会開催にかかる費用、国保連合会負担金等）


